
2－32

この「町式目」「町定」は町毎に様々な取り決め

がなされており，新しく町に入ってくる人のコン

トロールに関する規定，町自治の財源，町会の開

催規定などは，ほとんどの町で定められている。

同業者の町では同業者，異業種が集積する町では

異業種の者しか転入を認めず，しかも，若狭や近

江など，地域に住まう人々の出身地から，縁故を

頼って転入してくるのが一般的であったようであ

る。お互い様で，分を守る京都の町衆ならではの

知恵である。 

主要な自治の財源は，２０分の１税ともいわれ，

新たに町内の土地・建物を購入して転入した者が，

その不動産価格の２０分の１を町内に納めること

とされた。そのほかに，各家から応分の負担を求

めており，その額は，借家，持家によって，ある

いは間口によって異なる合理的なものであったよ

うである。 

その他にも，町内で発生した火災時の対応方策

（通りの防火井戸の管理，消火活動に参加しない

家への罰金）や宅地のレベル設定，隣家同士の妻

面の屋根の処理方法，町内の孤児の養育に関する

規定などが細かく規定されていた。 

また，通りが交わる辻には木戸門と番屋が設け

られ，防犯のため夜間は閉鎖された。こうした辻

の修理費用や番屋の番人の費用なども規定を設け

て町が負担をしている。 

京町家の建築様式は，直接的に町式目に規定さ

れたのではないが，こうしたお互い様で，分を守

ることにより秩序を維持していくという自治のル

ールを背景に，建築技術の標準化，合理化が図ら

れた結果，統一感のある建築様式が確立した。 

(ｳ) 現代に生きるコミュニティ 

明治の中央集権政府もこうした自治組織を積極

的に活用した。町組みを改組して番組を作らせ，

町の自治に取り組ませた。明治時代に定められた

町式目にも，自治に必要な財源として独自の税を

徴収することが規定されていた。 

何よりも重要な出来事として，都が東京に移る

ことにより京都が衰退することを懸念した町衆が，

資金を工面して全国初の小学校を設立したことで

ある。子供たちの教育に京都の将来をかけたので

ある。当時，６６あった番組に６４校が設立され

た（２町共立の小学校が２校あった）ことから，

「番組小学校」と呼ばれている。 

この小学校は，単に子供たちの教育の場であっ

ただけでなく，戸籍事務や自治活動の寄り合いな

ど番組の役場や大人たちの生涯学習の場でもあっ

た。そして各番組では，この施設の維持，教員の

確保，自治事務の費用を捻出するため，小学校会

社を設立し，子供がいるいないに係わらず，番組

内に居住する町民から「竈
かまど

金
きん

」と呼ばれる竈別

小学校運営出資金を徴収し，地域の商店等に資金

を貸し出し，その利息を小学校の運営資金とした。

地域で小学校を運営する活動は，番組が学区と改

正されて以降も続き，昭和１６年（１９４１）に

学区制が廃止されるまでは校地の拡張や校舎の建

替等は学区民が負担をしていたのである。 

旧市街地の辻には近代洋風建築の理髪店が多く

見られるが，これは，明治期に学区の財産であっ

た旧番屋を床屋に貸して土地活用をしていた名残

であり，今日でも理髪店は町の情報センターであ

り，町の様々な情報が行き来する場になっている。 

今日，６４校発足した番組小学校は，戦後の学

制改正で１１校が中学校となり，また近年は小学

校の統合などにより約半数は通学単位ではなくな

っているが，元学区として自治活動の単位に位置

づけられている。元学区単位で体育振興会，消防

団，自主防災会，女性会，老人会，学童補導委員

会，民生委員会，交通対策協議会などの自治活動
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